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○
厚
生
労
働
省
令
第
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
条

第
二
項
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令

の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る

政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）
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第
一
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
等
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
以
下
同
じ
。
）
が
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」

に
改
め
、
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
」
の
下
に
「
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
条
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
百
七
十
一
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
以
下
同
じ
。
）
を
基
準

該
当
生
活
介
護
事
業
所
」
を
「
）
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準

第
百
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
小
規
模
多
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機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
を
基
準
該
当
生
活
介
護
事
業
所
」
に
、
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の

下
に
「
又
は
第
百
七
十
一
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
当
該
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
、
「
二
十
五
人
」
を
「
二
十
九
人
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
十
八
人
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、
「
十
五
人
」
の
下
に
「
（
登
録
定

員
が
二
十
五
人
を
超
え
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
あ
っ
て
は
、
登
録
定
員
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定

め
る
利
用
定
員
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
十
二
人
）
」
を
加
え
、
同
号
に

次
の
表
を
加
え
る
。

登
録
定
員

利
用
定
員

二
十
六
人
又
は
二
十
七
人

十
六
人



四
頁

二
十
八
人

十
七
人

二
十
九
人

十
八
人

同
条
第
三
号
中
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

等
」
に
改
め
、
「
第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
百
七
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号

中
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、

「
第
六
十
三
条
」
の
下
に
「
又
は
第
百
七
十
一
条
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
の
下
に
「
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
を
加
え
、
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、
「
対
し
て
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
の
下
に
「
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
」
を
、
「
第
六
十
三
条
第
五
項
」
の
下
に
「
又
は
第
百
七
十
一
条
第
六
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
当

該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、
「
九
人

」
の
下
に
「
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
六
人
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
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中
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、

「
第
六
十
七
条
第
二
項
第
二
号
ハ
」
の
下
に
「
又
は
第
百
七
十
五
条
第
二
項
第
二
号
ハ
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
条
の
見
出
し
中
「
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記

以
外
の
部
分
中
「
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
」
を
「
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
「
入
所
施
設
又
は
」
を
削
り
、
「
に
存
す
る
建
物
」
を
「
の
建
物
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
入
所
施
設
の
入
所

定
員
又
は
」
及
び
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
地
域
移
行

型
ホ
ー
ム
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
に
お
け
る
共
同
生
活
住
居
の
構
造
等
）

第
七
条
の
二

地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
に
お
い
て
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
等
を
行
う
者
（
以
下
「
地
域
移
行
支
援
型

ホ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
共
同
生
活
住
居
の
構
造
及
び
設
備
は
、
そ
の
入
居
者
の
生
活
の
独
立
性
を
確

保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
八
条
の
見
出
し
中
「
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
条
中
「
地
域
移
行
型

ホ
ー
ム
に
お
い
て
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
等
を
行
う
者
（
以
下
「
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
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地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
事
業
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
見
出
し
中
「
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
条
中
「
地
域
移
行
型

ホ
ー
ム
事
業
者
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
事
業
者
」
に
、
「
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
以
外
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ

ー
ム
以
外
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
条
中
「

入
所
施
設
又
は
」
を
削
る
。

附
則
第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
条
中
「
地
域
移
行

型
ホ
ー
ム
事
業
者
」
を
「
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
事
業
者
」
に
改
め
、
「
報
告
し
、
」
の
下
に
「
地
域
移
行
推
進
協
議
会

か
ら
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
事
業
者
は
、
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
特
に
認
め
る
も
の
（
以
下
「
協
議
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
定
期
的
に
地
域
移
行
支
援
型

ホ
ー
ム
に
お
け
る
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
等
の
実
施
状
況
等
を
報
告
し
、
協
議
会
等
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も

に
、
協
議
会
等
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措

置
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す

る
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
の
下
に
「
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
「
行
う
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
行
う
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
二
十
五
人
」
を
「
二
十
九
人
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
十
八
人
）
」
に
改
め
、
同
条
第



八
頁

二
号
中
「
十
五
人
」
の
下
に
「
（
登
録
定
員
が
二
十
五
人
を
超
え
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は

、
登
録
定
員
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
利
用
定
員
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ

て
は
、
十
二
人
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
表
を
加
え
る
。

登
録
定
員

利
用
定
員

二
十
六
人
又
は
二
十
七
人

十
六
人

二
十
八
人

十
七
人

二
十
九
人

十
八
人

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
附



九
頁

則
第
八
条
に
規
定
す
る
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


